
令和6年度　指名停止措置業者一覧表

№ 業　者　名 所　　在　　地 指名停止事由（措置要件） 指名停止期間 備　考

三州技術コンサルタント株式会社
鹿児島市薬師一丁目
６番７号

本市発注の「城南線電線共同溝設計業務委託」において、検討等が不十分だっ
たことにより、その後の工事において管路橋を架設できなかった。

令和７年　１月２７日から

令和７年　２月２６日まで

（１月間）

鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
（別表第１第２項：過失により粗雑工事）

株式会社淺川組
和歌山県和歌山市
小松原通三丁目６９番
地

当該業者は、同社を代表者とする特定建設工事共同企業体が請け負った和歌
山県発注の道路改良工事（令和４年９月完了）において、覆工コンクリート内に
空洞の存在が判明し、その後の同県の調査等により、粗雑な工事や虚偽報告
の事実が発覚した。このことにより、建設業法第２８条第１項第２号（請負契約に
関する不誠実な行為）に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局から令和
６年６月２５日付けで、同条第３項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。

令和６年　８月　８日から

令和６年１１月　７日まで

（３月間）

鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
（別表第２第１１項：建設業法違反）

当該業者の使用人は、東海旅客鉄道株式会社発注の「中央新幹線南アルプス
トンネル新設（山梨工区）」において、令和５年４月１８日に発生した作業員の負
傷事故について、鰍沢労働基準監督署長に遅滞なく報告すべきところ、令和５
年７月４日に至るまで報告しなかったとして、労働安全衛生法違反により、令和
６年３月２６日、鰍沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた

鹿児島市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
（別表第２第１２項：不正又は不誠実な行為）

1 大成建設株式会社  
東京都新宿区西新宿
一丁目２５番１号

令和６年　５月２１日から

令和６年　６月２０日まで

（１月間）
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